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無断複製・転載禁止 リサイクル燃料貯蔵株式会社

体積(km
3
) 密度(g/cm

3
)

剣山溶岩円頂丘(地蔵岳含む) － 溶岩ドーム 8.0 0.02 0.03 2.0

南鶏頭山溶岩円頂丘 － 溶岩ドーム 11.0 0.01 0.01 2.0

北鶏頭山溶岩円頂丘 － 溶岩ドーム 18.0 0.01 0.01 2.0

火砕丘 － 降下火砕物等 20～18 0.06 0.08 2.0

Os-6 － 降下火砕物 20.4 0.25 1.24 0.5

関根第2火砕流 Os-Sk2 火砕流 20.8 0.09 0.23 1.0

関根第1火砕流 Os-Sk1 火砕流 21.3 0.48 1.20 1.0

Os-5 － 降下火砕物 21.7 0.02 0.11 0.5

Os-4 － 降下火砕物 22.1 0.17 0.86 0.5

Os-3 － 降下火砕物 22.5 0.22 1.11 0.5

二又沢火砕流 Os-Ft 火砕流 24.8 0.03 0.08 1.0

正津川火砕流 Os-Sh 火砕流 1.74 4.34 1.0

Os-2 降下火砕物 0.69 3.46 0.5

出戸川第3火砕流 Os-De3 火砕流 30.3 0.42 1.05 1.0

出戸川第2火砕流 Os-De2 火砕流 32.7 0.3 0.76 1.0

Os-1 － 降下火砕物 34.0 0.94 4.68 0.5

Os-De1u － 降下火砕物 36.7 0.06 0.29 0.5

出戸川第1'火砕流 Os-De1’ 火砕流 39.3 0.16 0.39 1.0

出戸川第1火砕流 Os-De1 火砕流 42.0 0.08 0.21 1.0

Os-Otu － 降下火砕物 44.6 0.06 0.30 0.5

落野沢火砕流 Os-Ot 火砕流 47.3 0.96 2.40 1.0

高野川火砕流 Os-Ky 火砕流 47.40 0.16 0.39 1.0

Os-Kyfa － 降下火砕物 47.45 0.36 1.79 0.5

Os-Ygfa － 降下火砕物 0.27 1.34 0.5

八木沢川火砕流 Os-Yg 火砕流 0.07 0.17 1.0

戸沢川火砕流 Os-Tz 火砕流 48.0 0.12 0.30 1.0

注)マグマ噴火の噴出物のみを示した。 注）マグマ換算体積(DRE)の算出には密度2.5g/cm3を用いた。

活動期 細分 噴出物 記号

先カルデラ

－火砕流活動期

新恐山火山

剣山活動期

後カルデラ

－火砕流活動期

カルデラ形成期 27.0

様式

47.5

見かけの体積･密度噴出量

（DRE km
3
)

年代

(万年前)

施設に影響を及ぼし得る火山の抽出
火山の活動履歴 【33.恐山】
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無断複製・転載禁止 リサイクル燃料貯蔵株式会社

３．２ 火砕物密度流・溶岩流の影響評価（恐山の火砕流堆積物分布）

18

正津川火砕流堆積物（約27万年前）

●：火砕流堆積物確認露頭

二又沢火砕流堆積物（約25万年前） 関根第1火砕流堆積物（約21万年前）

敷地付近で確認された火砕流堆積物を確認した露頭位置図

●：火砕流堆積物確認露頭●：火砕流堆積物確認露頭

審査会合(H28.7.8）
資料1-1 P16 再掲



 

原子力発電所の火山影響評価ガイドにおける 

「設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価」に関する 

基本的な考え方について 

 

平成３０年３月７日 
原 子 力 規 制 庁 

 

本年２月２１日に開催された第６７回原子力規制委員会において、更田委員長から、

火山の巨大噴火に関する基本的な考え方について改めて分かりやすくまとめるよう指

示があったので、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（以下「火山ガイド」とい

う。）における考え方を以下のとおり整理した。ここで「巨大噴火」とは、地下のマ

グマが一気に地上に噴出し、大量の火砕流によって広域的な地域に重大かつ深刻な災

害を引き起こすような噴火であり、噴火規模としては、数１０㎞ 3 程度を超えるよう

な噴火を指している。 

１．設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価について 

〇火山影響評価は、火山ガイドの図１に従って行っており、このうち、設計対応不可

能な火山事象については、当該事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可

能性が十分小さいかどうかを評価する。過去に巨大噴火が発生した火山については、

「巨大噴火の可能性評価」を行った上で、「巨大噴火以外の火山活動の評価」を行

う。 

２．巨大噴火の可能性評価の考え方について 

〇巨大噴火の可能性評価に当たっては、火山学上の各種の知見を参照しつつ、巨大噴

火の活動間隔、最後の巨大噴火からの経過時間、現在のマグマ溜まりの状況、地殻

変動の観測データ等から総合的に評価を行い、火山の現在の活動状況は巨大噴火が

差し迫った状態にあるかどうか、及び運用期間中に巨大噴火が発生するという科学

的に合理性のある具体的な根拠があるかどうかを確認する。 

〇巨大噴火は､広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものである一方、そ

の発生の可能性は低頻度な事象である。現在の火山学の知見に照らし合わせて考え

た場合には運用期間中に巨大噴火が発生する可能性が全くないとは言い切れないも

のの、これを想定した法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野においては行

われていない。したがって、巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準

であると判断できる。 
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〇したがって、上記を考慮すれば、巨大噴火の可能性の評価については、現在の火山

学の知見に照らした火山学的調査を十分に行った上で、火山の現在の活動状況は巨

大噴火が差し迫った状態ではないことが確認でき、かつ、運用期間中に巨大噴火が

発生するという科学的に合理性のある具体的な根拠があるとはいえない場合は、少

なくとも運用期間中は、「巨大噴火の可能性が十分に小さい」と判断できる。 

３．巨大噴火以外の火山活動の評価の考え方について 

〇巨大噴火以外の火山活動について、その活動の可能性が十分小さいと判断できない

場合には、火山活動の規模と設計対応不可能な火山事象の評価を行うこととなる。

噴火の規模を特定することは一般に困難であるため、火山ガイドに従い、「検討対

象火山の過去最大の噴火規模」について火山事象の評価を行うこととなる。ここで

「検討対象火山の過去最大の噴火規模」には、当該検討対象火山の最後の巨大噴火

以降の最大の噴火規模を用いる。 

 

（参考）火山活動のモニタリングについて 

〇火山活動のモニタリングは、「運用期間中の巨大噴火の可能性が十分小さい」と評

価して許可を行った場合にあっても、この評価とは別に、評価の根拠が継続してい

ることを確認するため､評価時からの状態の変化を検知しようとするものである。

また､火山ガイドでは､モニタリングにより火山活動の兆候を把握した場合には､当

然のこととして､原子炉の停止を含めた対処方針を事業者が事前に定めておくこと

とされている。事業者の火山活動のモニタリング評価結果については、原子炉安全

審査会に設置されている原子炉火山部会において少なくとも年一回評価することと

している。 

〇また、原子力規制委員会が策定する原子炉の停止等に係る判断の目安についても原

子炉火山部会において検討中である。 
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原子炉の停止等に係る判断の目安の
基本的考え方について（案）

原子力規制庁

平成３０年８月１０日

資料３



「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム」
における考え方

1

原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム第７回会合（平成27年7月31日）、資料１「原子力施設に係る巨大噴火を対象とした火
山活動のモニタリングに関する基本的考え方」及び資料３「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する提言とりまとめ 」より抜粋

「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する提言とりまとめ」（平成27年7月31日）において、「原子

力規制委員会として、原子力施設設置者が行うモニタリングによって巨大噴火につながる可能性のある観測

データの変化が確認された場合には、運転停止命令を含む対応の要否について判断することが必要となること

も考えられる。」とし、異常の判定の考え方と判断基準に関して、以下のとおりとしている。

異常判定の考え方

判断基準

対象火山の観測データが現状から変化したという時点で安全側に判断するという対処法を
検討しており、判定を行う際はこのような異常検知の限界も考慮して、“空振りも覚悟のうえ”
で安全側にたった判定を行い、早期警戒として責任をもった処置を講ずる必要があるとする
方針である。

現状で不確定な要素を含んでいるものの、少なくとも予め閾値を定めておいたうえで、それ
を超えた場合は遅滞なく予定した行動に移行することが必要である。原子炉は短時間で停止
することが可能だが、通常行われている使用済み核燃料の冷却・搬出には年単位の時間を
要していることを考慮すれば、事態が深刻化してからでは対処が間に合わない可能性があ
る。」としている。



原子炉安全専門審査会原子炉火山部会への調査審議事項

2

【上記②の説明】
原子力規制委員会は、設計対応が不可能な火山事象により安全性に影響が及ぶ可能性は十分小さいとした
状況に変化が生じた場合には、早い段階で原子炉の停止を命じるなどの対応をとることとしている。このため、あ
らかじめ「原子炉の停止等に係る判断の目安」を整理しておく必要があり、この「目安」について、御審議いただく。
なお、最終的に原子炉等の停止等に係る判断を行うのは原子力規制委員会である。

（原子炉安全専門審査会火山部会第1回会合、平成28年10月17日、資料2）

原子力規制委員会から原子炉安全専門審査会へ指示された調査審議事項（原子炉安全専門審査会から原子
炉火山部会に付託）は、以下の２つである。

（原子炉安全専門審査会への指示について（通知）、原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会 第7回合同審査会、平成28年3月25日、資料3-1）

①原子力規制委員会が行う発電用原子炉設置者の火山モニタリング結果に係る評価
②原子力規制委員会が策定する火山活動に係る原子炉の停止等に係る判断の目安

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が行う火山モニタリングの結果について評価するとともに、
設計対応が不可能な火山事象により安全性に影響が及ぶ可能性は十分小さいとした状況に変化が生じた
場合には、早い段階で原子炉の停止を命じるなどの対応をとることとしている。
これらに関し、原子力規制委員会が評価及び判断を適切に行うためには、火山学、測地学、地質学、

地震学等関連する学術分野の外部専門家や関係研究機関、関係行政機関が有する知見が必要であり、原
子炉安全専門審査会に対して、原子力規制委員会における火山モニタリングに係る評価及び原子力規制
委員会が策定する原子炉の停止等に係る判断の目安について調査審議を行うよう指示する。

（原子炉安全専門審査会における新たな調査審議事項等について、原子力規制委員会、平成27年12月16日、資料3-1）

原子炉安全専門審査会火山部会第1回会合、平成28年10月17日、資料5（再掲）



原子炉安全専門審査会火山部会第３回会合における委員からの主な意見

3

どれくらい前にそれ（巨大噴火、あるいは、桜島大正クラスの噴火）を評価する必要があるのか、規模の大きさ

はどれくらいを評価する必要があるのか。その目的として、今回、対象としているのは、どれくらいのスパンの

予測であったり、ないしは推移の評価であるのかということを明示して欲しい。（篠原委員）

前回会合のコメントに、「どのようなハザードをマネージメントしていくのかわからない。」とある。どういう事象に

なったらどういうことをしなきゃいけないかとかは判断できないが、どういう事象になるかということは、ある程

度議論できると思うので、どのレベルで判断したらいいのか説明して欲しい。（篠原委員）

過去の事例においても、VEIで言うと、4ないし5クラスの火山噴火の場合でも、いわゆる顕著な現象が表れると
いうのが、非常に短時間でしか物事が実際のところわかっていない。そう考えると、事業者が年に1回報告す
る仕組みではナンセンスなのではないか。評価自体も、公的機関などと、きちんと連携して、事業者の評価だ

けに頼らずに、できるだけリアルタイム的な評価というのを得るような体制をつくらなければ、せっかくモニタリ

ングしても、なかなか、活かすのが非常に難しいのではなか。（宮町委員）

ダイレクトに火山活動が今どうなるからカルデラ噴火に至るかどうかというよりは、やはり長期的な地殻変動、

モニタリング、それで顕著な変動があるかないかというのを見ていくのが、今の段階では、我々がやらざるを

得ないところであろうと考える。（小林部会長）

どういう火山現象があったときに止めることを検討するのかということを具体的に示していただければ、今度は

現象が起きそうかという判断基準の目安を考えるときに、火山の立場から考えやすい。ぜひ、次回説明してい

ただくのであれば、そういう観点からお願いしたい。（村上部会長代理）



原子炉の停止等に係る判断の目安の基本的考え方（案）（１/４）
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原子炉の停止等に係る判断の「目安」とは何か

*)ここでいう「巨大噴火」とは、地下のマグマが一気に地上に噴出し、大量の火砕流によって広域的な地域に重大かつ深
刻な災害を引き起こすような噴火であり、噴火規模としては、数10km3程度を超えるような噴火を指している。（原子力発
電所の火山影響評価ガイドにおける「設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価」に関する基本的な考え方に
ついて（原子力規制委員会、平成30年3月7日、資料6））

原子炉の停止等に係る判断の「目安」とは、①早期警戒のための安全側にたった（巨大噴火*)に至らないか
も知れないが念のための）目安なのか、②巨大噴火が差し迫った状態と考えられるモニタリングデータが得
られた段階の目安なのか、という２つの考え方がある（次ページの目安①、目安②に対応）。

「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム」における提言取りまとめでは、「現代の
火山モニタリング技術で巨大噴火の発生に至る過程を捉えた事例は未だなく、実際にどのような異常が観測
されるかの知見は未だ無い状況である。このような現状において、巨大噴火の時期や規模を正確に予知す
るだけのモニタリング技術はないと判断される。」との見解が示されている。現状では火山専門家のコンセン
サスを得て、かつ、短期間で目安②の作成は困難である。

過去のいつくかの（巨大噴火よりも小さい）大規模噴火の事例を鑑みると、前駆現象が認められた事例があ
り、巨大噴火の早期警戒に対しても火山モニタリングが有用であることは想定される（例えば、1914年桜島大
正噴火では、水準測量による地殻変動のデータがある）。過去の事例調査も踏まえ、マグマ溜まりの成長に
伴う地殻変動等をモニタリングすることが、現実的であり議論可能な範疇ではないか。



原子炉の停止等に係る判断の目安の基本的考え方（案）（２/４）

5

「監視レベルの段階設定」の前提

監視レベルの段階設定の前提として、「巨大噴火は、マグマ溜まりの成長、広域的な地殻変動、火山性地震の増加、及
び火山性ガス放出量の増加等を経て噴火に至る可能性がある」と考える。その上で、原子力規制委員会の監視レベルの
段階を国内外の火山防災を目的とした監視レベルの段階設定※１を参考とし、「通常」、「注意」、「警戒」及び「緊
急」の４段階と考える。
巨大噴火に至る過程で火山活動や地殻変動等が活発化していくとの考えの下、段階の進展に応じて監視頻度の増加等を
検討する。

※１：諸外国の火山防災体制、内閣府、火山防災対策会議（第6回）、平成29年6月23日、資料2-1

原子力規制委員会の「監視レベルの段階設定」について

「監視レベルの段階設定」と原子炉の停止等の目安

（例）噴火規模
川内原子力発電所を
考えた場合の想定

直接計測できないので、
噴煙柱高度等で類推。

2011年新燃岳【0.1km3未満】
雲仙普賢岳【0.21km3】

程度

大正噴火【2km3】
程度

（歴史記録として残って
いる最大規模）

桜島薩摩
【11km3】以上

設置変更許可で想定した噴火規
模（最後の巨大噴火以降の最大
の噴火規模）

※2：中長期課題、または、
原子炉火山部会で都度審議原子炉の停止等

の目安①

燃料体の搬出の指示
について検討

原子炉の停止の指示
について検討

通常 注意 警戒 緊急

原子炉の停止等
の目安②※２

監視レベル

規制委の
アクション



原子炉の停止等に係る判断の目安の基本的考え方（案）（３/４）

6

目安②は、火山影響評価ガイドに示している「設計対応不可能な火山事象が、原子力発電所運用

期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さい」とする前提条件が失われたと判断される場合、または、

火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態と考えられるモニタリングデータが得られたと

判断される場合と考える。

目安①の考え方

目安①は、複数の監視項目おける観測データにおいて、平常時の火山活動（これまでの観測デー

タ）とは異なる兆候を継続的に示している場合と考える。

目安②の考え方

目安①を原子炉火山部会でご審議いただく

目安②は中長期課題と位置付け、今後の審議事項とする。
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火山部会の関与

原子力規制委員会における原子炉の停止等に係る判断

原子力規制庁は、監視項目における観測データが、あるレベル（基準）に達したと認定する。

原子力規制委員会は、委員会として下記により判断を行う。

原子炉の停止等の判断にあたっては、単独の監視項目だけで判断せず、組合せにより判断する。

地質学的観測事象を考慮し、地球物理学的観測事象、地震波トモグラフィー、比抵抗構造の評価により

判断する。なお、判断に当たっては、気象庁の火山情報や公的機関の評価も参考とする。

原子炉火山部会は、「個別の監視項目における観測データが、あるレベル（基準）に達した」とす

る原子力規制庁の認定を確認するとともに、必要に応じ留意事項等を助言する。

・地球物理学的観測事象～地震活動、地殻変動、火山ガス
・地質学的観測事象～噴火規模（噴煙柱高度）、降灰、火砕物密度流、噴出物

発
電
用
原
子
炉
設
置
者

火山モニタリング
評価結果の報告 確認

原
子
炉
火
山
部
会

助言

原子炉の停止等に係る
判断の根拠を整理

原
子
力
規
制
委
員
会

原
子
炉
の
停
止
等
に
係
る
判
断

火
山
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
を
受
理

原子力規制庁

各
監
視
項
目
の
レ
ベ
ル
（基
準
）を
判
断






















